
京
都
・
長
岡
京
跡

０

所
在
地
　
　
　
一
一八
都
府
長
岡
京
市
神
足
柳
田
、
二
神
足
神
田
、
三

神

足
木
寺
町
、
四

今
里
四
丁
目

調
査
期
間
　
　
一　
一
九
八
八
年

（昭
６３
）
九
月
ぞ

一
九
八
九
年

（平
１
）
四

月
、
二
　
一
九
八
九
年
三
月
ｉ
五
月
、
三
　
一
九
九
〇
年
六

月
、
四

一
九
九
〇
年
五
月
―
八
月

発
掘
機
関
　
　
∽
長
岡
京
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

調
査
担
当
者
　
一　
山
本
輝
雄
、
二

白
川
成
明
、
三

中
島
皆
夫
、
四

木

村
泰
彦

５
　
遺
跡
の
種
類
　
一
を
三

都
城
跡
、
四

古
墳

・
都
城
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
一
ｉ
三

八
世
紀
末
、
四

五
世
紀
前
半

・
八
世
紀
末

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

一　
左
京
六
条

一
坊
十

一
。
十
四
町

（左
京
第
二
〇
四
次
調
査
）

調
査
地
は
、
Ｊ
Ｒ
神
足
駅
の
東
方
約
七
〇
〇
ｍ
、
長
岡
京
の
左
京
六
条

一
坊

十

一
。
十
四
両
町
に
あ
た
り
、
弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時
代
の
集
落
跡
と
し
て
著

名
な
雲
官
遺
跡
の
範
囲
に
も
含
ま
れ
る
所
で
あ
る
。
調
査
は
、
左
京
第
二
〇
四

次
調
査
と
し
て
約
三
二
〇
〇
∬
を
発
掘
し
た
結
果
、
大
き
く
古
墳
時
代
、
長
岡

京
期
、
近
世
の
三
時
期
に
区
分
で
き
る
遺
構
を
確
認
し
た
。
そ
の
う
ち
長
岡
京

に
関
係
す
る
も
の
と
し
て
は
、
東

一
坊
第
二
小
路
の
東
西
両
側
溝
を
は
じ
め
、

掘
立
柱
建
物

一
八
棟
以
上
、
掘
立
柱
塀

一
条
、
門

一
棟
、
井
戸
三
基
、
土
坑
六

基
、
溝
九
条
、
橋
な
ど
数
多
く
の
遺
構
を
検
出
し
、
十

一
。
十
四
両
町
に
お
け

る
土
地
利
用
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

ま
ず
十

一
町
で
は
、
東
西
溝
で
南
北
に
分
割
さ
れ
た
八
分
の
一
町
、
な
い
し

一
六
分
の
一
町
規
模
と
推
察
さ
れ
る
小
宅
地
を
二
区
画
分
確
認
し
た
。
い
ず
れ

の
宅
地
内
に
も
、
井
戸

一
基
と
そ
の
周
囲
に
小
規
模
な
建
物
を
数
棟
配
置
し
て

い
た
が
、
建
物
は
南
北
棟
よ
り
も
東
西
棟
が
多
く
、
柱
根
や
礎
板
が
残
る
も
の

も
少
な
く
な
か
っ
た
。
特
に
北
側
の
宅
地
は
、
小
路
沿
い
に
掘
立
柱
塀
を
め
ぐ

ら
し
て
門
を
開
き
、
三
棟
の
建
物
で
囲
ま
れ
た
空
地
に
は
、
土
師
器
や
銭
貨
を

埋
納
し
た
小
土
坑
が
四
基
あ
り
、
地
鎮
な
ど
祭
祀
に
関
係
す
る
遺
構
と
し
て
注

目
さ
れ
た
。

一
方
、
十
四
町
で
も
井
戸

一
基
と
数
棟
の
小
規
模
な
建
物
を
検
出
し
て
い
る

4  3

(京都西南部)



1990年出土の木簡

が
、
十

一
町
に
比
べ
て
建
物
の
密
度
が
低
く
、
し
か
も
敷
地
を
分
割
す
る
施
設

を
確
認
し
て
い
な
い
の
で
、
少
な
く
と
も
四
分
の
一
町
規
模
の
宅
地
で
あ
る
可

能
性
が
高
い
。
こ
の
よ
う
な
宅
地
や
建
物
な
ど
の
大
き
さ
か
ら
み
て
、
五
条
以

南
に
あ
た
る
当
地

一
帯
は
、
中
級
な
い
し
は
下
級
官
人
層
の
居
住
区
域
で
あ

っ

た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
点
は
長
岡
京
に
お
い
て
も
平
城
京
の
場
合
と

同
じ
く
官
域
か
ら
離
れ
る
に
従

っ
て

一
区
画
の
宅
地
面
積
が
減
少
し
て
い
く
と

い
う
傾
向
を
指
摘
で
き
る
意
義
深
い
調
査
事
例
と
な

っ
た
。

木
簡

（墨
書
の
あ
る
檜
扇
）
は
、
十

一
町
の
北
側
宅
地
内
に
設
け
ら
れ
た
井
戸

Ｓ
Ｅ
二
〇
四
三
七
か
ら

一
括
し
て
出
上
し
た
も
の
で
あ
る
。
Ｓ
Ｅ
二
〇
四
三
七

は
、
直
径
が
約
五

。
九
ｍ
も
あ
る
円
形
の
掘
形
内
に
、　
一
辺
約

一
・
二
ｍ
の
縦

板
組
横
棧
ど
め
型
式
の
井
戸
側
を
設
け
、
水
溜
め
に
は
小
判
型
の
曲
物
を
用
い

て
い
た
。
共
伴
遺
物
と
し
て
は
、
土
師
器
や
須
恵
器
を
は
じ
め
土
馬
、
手
斧
や

錐
の
柄
、
独
楽
、
斎
串
、
横
櫛
、
曲
物
の
底
板
な
ど
が
あ
る
。

ち
な
み
に
、
そ
の
他
の
注
目
さ
れ
る
遺
物
と
し
て
、
銅
製
品
で
は
錐

・
素
文

鏡

。
帯
金
具

・
鈴

・
銭
貨
、
そ
れ
に
漆
器
の
合
子
や

「妹
」

「万
」

「□
福
」

「十
」
と
記
し
た
墨
書
土
器
な
ど
が
出
上
し
て
い
る
。

一
一　
左
京
五
条
二
坊
四
町

（左
京
第
二
一
二
次
調
査
）

本
調
査
は
、
社
屋
増
築
工
事
に
伴

っ
て
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
調
査
地
は
、

旧
小
畑
川
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
緩
扇
状
地
上
に
立
地
し
、
左
京
五
条
二
坊
四

町
の
推
定
地
に
あ
た
る
。
検
出
遺
構
は
、
東
二
坊
第

一
小
路
両
側
溝
を
含
む
長

岡
京
期
の
溝
四
条
、
柵
列
四
条
で
あ
る
。
東
二
坊
第

一
小
路
側
溝
は
幅
○

・
九

ｍ
、
深
さ
○

・
六
ｍ
の
規
模
で
あ
り
、
両
側
溝
の
心
々
距
離
は
、
八

・
九
ｍ
を

測
る
。
埋
土
は
、
粘
質
系
の
上
層
、
砂
質
系
の
下
層
と
に
分
け
ら
れ
、
主
な
出

土
遺
物
は
、
須
恵
器

・
土
師
器

・
木
簡

・
瓦

・
曲
物
の
底
板

・
銭
貨
な
ど
で
あ

る
。
木
簡
は
、
西
側
溝
下
層
よ
り
出
上
し
た
。

〓
一　
左
京
六
条

一
坊
五
町

（左
京
第
二
四
五
次
調
査
）

本
調
査
は
、
左
京
第
二
四
五
次
調
査
と
し
て
行
な
っ
た
。
調
査
対
象
地
は
、

左
京
六
条

一
坊
五
町
推
定
地
に
相
当
す
る
。

調
査
面
積
が
小
規
模
で
あ

っ
た
た
め
、
検
出
し
た
長
岡
京
期
の
遺
構
は
、
六

条
大
路
北
側
溝
に
推
定
さ
れ
る
東
西
溝

一
条
の
み
で
あ
る
。

六
条
大
路
北
側
溝
は
、
幅

一
・
三
を

一
・
六
ｍ
、
深
さ
約
○

・
四
ｍ
を
測
り
、

北
岸
に
の
み
護
岸
設
備
を
施
す
た
め
、
北
壁
面
は
垂
直
に
立
ち
あ
が
る
が
、
南

岸
側
か
ら
は
北
に
む
か
っ
て
し
だ
い
に
深
く
な
っ
て
い
る
。
護
岸
設
備
は
、
長

さ
約
三

・
五
血
、
幅
約
二
五
側
の
板
材
を
丸
杭
に
よ
り
留
め
て
い
る
。
調
査
範

囲
内
で
は
、
板
材
三
枚
が
確
認
さ
れ
た
。

木
簡
は
、
六
条
大
路
北
側
溝
か
ら

一
点
出
上
し
た
。
伴
出
し
た
遺
物
に
は
、

土
師
器

・
須
恵
器

・
黒
色
土
器

・
輪
羽
口
・
姑
禍

・
土
馬

・
曲
物

。
人
形

・
斎

串
な
ど
が
あ
る
。
墨
書
土
器
は
、
計
五
点
が
出
土
し
た
。
し
か
し
、
判
読
し
得

た
も
の
は
、
「継
」

一
点
に
限
ら
れ
る
。

四
　
今
里
車
塚
古
墳

（右
京
第
三
五
二
次
調
査
）

長
岡
京
の
発
掘
調
査
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
い
く
つ
か
の
埋
没
古
墳
が
検
出

さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
長
岡
京
の
造
営
に
伴
い
完
全
に
削
平
さ
れ
た
も
の
や



部
分
的
に
改
変
を
受
け
た
も
の
、
ま
た
長
岡
京
以
降
の
削
平
に
よ
る
も
の
な
ど

が
あ
る
。
今
回
報
告
す
る
今
里
車
塚
古
墳
は
、　
一
九
七
八
年
の
京
都
府
叛
育
委

員
会
の
調
査
で
確
認
さ
れ
た
五
世
紀
前
半
の
前
方
後
円
墳
で
、
「木
製
の
埴
輪
」

が
最
初
に
出
上
し
た
古
墳
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
、
長
岡
京
期
に
周
濠
が
埋
め

立
て
ら
れ
る
と
い
う
部
分
的
改
変
を
受
け
て
い
る
。

古
墳
の
位
置
は
長
岡
京
の
右
京
三
条
二
坊
十
五
町
と
三
条
三
坊
二
町
に
あ
た

り
、
墳
丘
中
央
を
西
二
坊
大
路
が
通
る
。
そ
の
た
め
古
墳
の
周
濠
の
埋
め
立
て

が
行
な
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
墳
丘
部
は
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

判
明
し
て
お
り
、
ま
た
古
墳
の
北
と
南
で
西
二
坊
大
路
の
側
溝
が
検
出
さ
れ
て

い
る
た
め
、
調
査
を
担
当
さ
れ
た
高
橋
美
久
二
氏
は
土
盛
を
行
な
っ
て
墳
丘
上

を
大
路
が
通

っ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
周
濠
内
の
堆
積
の
う
ち
長
岡
京

期
の
埋
土
か
ら
は
こ
れ
ま
で
に
人
面
墨
書
土
器

。
人
形

・
土
馬
な
ど
の
祭
祀
遺

物
や
二
彩
陶
器
の
重
蓋
が
出
上
し
て
お
り
、
埋
め
立
て
時
に
祭
祀
が
行
な
わ
れ

た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

今
回
木
簡
が
出
土
し
た
の
は
、
今
里
車
塚
古
墳
の
後
円
部
南
西
の
周
濠
内
で
、

右
京
第
三
五
二
次
調
査
と
し
て
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
調
査
で
は
、
周
濠
は

ほ
ぼ
推
定
位
置
で
倹
出
さ
れ
た
が
、
復
原
図
よ
り
も
若
千
広
い
こ
と
が
判
明
し

た
。
周
濠
内
の
堆
積
は
基
本
的
に
六
層
あ
り
、
五
ぞ
七
世
紀
ま
で
の
遺
物
を
含

ん
だ
自
然
堆
積
層
の
上
に
、
長
岡
京
期
の
埋
土

（暗
茶
灰
色
砂
質
土
）
が
約
二
〇

ｍ
の
厚
さ
で
存
在
す
る
。

こ
の
層
か
ら
出
上
し
た
長
岡
京
期
の
遺
物
と
し
て
は
、
土
師
器
の
杯

・
皿

・

地 点

出
脚

土出木 簡

椀

。
高
杯

・
甕
、
須
恵
器
の
杯
Ａ

・
杯
Ｂ
。
蓋

・
重
Ｇ

・
壷
Ｌ
・
董
Ｍ
・
平
瓶

・
甕
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
墨
書
土
器
と
し
て
、
土
師
器
の
皿
底
部
外
面
に

「上

三
」
と
書
か
れ
た
も
の
が
あ
り
、
お
そ
ら
く
土
器
の
収
納
時
の
位
置
を
示
す
も

今里庄 ノ淵古墳

今里車塚古墳

西
二
坊
大
路

今里車塚古墳周辺図(1/1500図 )



1990年出上の木簡

の
と
み
ら
れ
る
。
た
だ
以
前
の
調
査
と
比
べ
る
と
遺
物
の
量
は
少
な
く
、
ま
た

祭
祀
を
行
な
っ
た
よ
う
な
痕
跡
も
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

８
　
木
簡
の
釈
文

。
内
容

一　
左
京
六
条

一
坊
十

一
。
十
四
町

①
　
　
解
申
　
請
□
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ

（菫
ｙ
ｅ
Ｘ
〓

Φ脅

②
　
　
解
申
請
銭
合
三
百
□
□
□
　
　
　
ｏ

（壺
∀
ｅ
Ｗ
〓

Φ営

⑤
　
　
筆
筆
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ

（覇
Ｘ
ｅ
ｘ
冨

寓
μ

○
　
（Ｓ
じ
×
命
９
×
ｏ
５
　
Φ自

家
家
為
　
　
□
』
　

　

ｏ

（盛
Ｗ
ｅ
Ｘ
〓

Φ露

〔月
ヵ
〕

『
日
月
日
缶
旧
一』

　

　

○

　

（
，

い
∪

×
（
や
『
）
×
◆
枷
　
ｏ
⇔
滓

⑦
　
　
廣
懸

『
口
□
兵
兵
兵
□
足
』
　

　

ｏ

（霊
∀

ｅ
Ｘ
〓

ｏ露

①

　

・
訂
　
船
塩
塩
□

□
□
□
□
　
　
　
ｏ

。
　

　

　

　

　

□
□
　
□
　
　
　
ｏ

（μじ

大
じ

込
～

墓

こ
れ
ら
は
、
す
べ
て
檜
扇
の
骨
に
墨
書
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
骨
の
形
態
は
、

末
が
本
よ
り
も
幅
広
い
短
冊
形
を
呈
す
る
も
の
二

一
点
と
、
末
の
片
方
を
斜
め

に
切
り
取

っ
た
も
の
一
〇
点

（写
真
参
照
）
に
大
別
で
き
、
前
者
は
さ
ら
に
大
小

に
分
け
ら
れ
た
。
い
ず
れ
も
非
常
に
薄
く
仕
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
要

一
孔
と

一
対
の
綴
目
が
あ
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
墨
書
は
、
大
き
い
短
冊

形
の
八
点
に
施
さ
れ
、
う
ち

一
点
の
み
が
両
面
に
認
め
ら
れ
た
。
墨
書
は
、
骨

の
左
側
に
偏

っ
て
い
る
も
の
が
多
く
、
こ
の
た
め
文
宇
の

一
端
が
欠
け
る
も
の

が
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
み
て
習
書
の
あ
る
材
を
二
次
的
に
整
形
し
て
檜
一扇
と
し

た
の
で
あ
ろ
う
。

ω
②
は
、
と
も
に
墨
痕
が
不
鮮
明
で
あ
る
が
、
下
級
官
司
か
ら
上
級
官
司

ヘ

上
申
す
る
際
に
用
い
る
解
文
の
書
式
で
あ
り
、
両
者
は
同
筆
と
考
え
ら
れ
る
。

〔為
ヵ
〕

⑤
⑭
は
、
と
も
に
文
字
が
大
き
く
て
同
筆
で
あ
る
。
０
は
、
濃
墨
の

「□
」
以

〔月
力
〕

外
は
淡
墨
で
あ
る
。
０
は
、
「鯖
鯛
鮒
鱒
」
が
濃
墨
、
「月
月
□
」
が
淡
墨
。
⑦

は
、
「廣
懸
」
が
濃
墨
で
あ
る
の
に
対
し
て

「口
口
兵
兵
兵
□
足
」
は
淡
墨
で
あ

り
、
両
者
は
異
筆
と
思
わ
れ
る
。

釈
読
に
あ
た
っ
て
は
、
動
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
清
水
み
き
氏
の
ご

教
示
を
得
た
。

一
一　
左
京
五
条
二
坊
四
町

①

　

「
＜
阿
波
郡
猪
宍
作
料
米
五
斗
」
　

　

　

　

μΦ貿
〕貸
⇔
ｏ酪

木
簡
は
、
荷
札
と
考
え
ら
れ
、
削
り
痕
が
明
瞭
に
残
る
。
猪
宍
作
料
は
、
中

男
作
物
の
猪
肺
に
あ
た
る
も
の
で
、

『
延
喜
式
』
主
計
上
に
は
、
阿
波
国
の
中

男
作
物
の
品
目
中
に
猪
臓
が
あ
る
。一

(6) (5) 僻)

隔 果色藝
鮒 飛
鱒

紘

）

7///////



(8)表

雄
に
院
に
∞
に
に
に
規
隠
鯵
癬

斡
に
け
期
に
に
け
け
酔

鯵
に
け
磯
Ⅷ
け
に
‰
鴛

ｋ
磯

磯

け
磯

Ⅷ

(2)(1) (3)    14)    (5)    (6)

檜扇 (上段)と 墨書檜扇 (下段)

［い中中山中中山中山日日四“日円［］中日日日日日日円脱〕‐一　　‐Ｏｃｍ

一　

　

　

　

　

　

　

　

動
ー‐一側

一一

‐

一
働

一

‐一い
‐一⑤

‐一②
‐一ω

一



1990年 出上の木簡

皇
后
宮
舎
人
字
名
村
太
之
□
□
□

こ
れ
は
、

「謹
告
知
往
逮
上
中
下
尊
等
御
中
」

の
文
言
で
始
ま
る
迷
子
の
少

子
を
捜
索
す
る

「告
知
札
」
で
あ
る
。
交
通
量
の
多
い
路
傍
で

「往
還
」
の
人

人
を
対
象
と
し
た

「告
知
札
」
は
、
こ
れ
ま
で
に
牛
馬
の
捜
索
を
内
容
と
し
た

平
安
初
期
の
例
が
知
ら
れ
て
い
る

（奈
良
目
立
文
化
財
研
究
所

『
平
城
官
発
掘
調
査

報
とこ

Ⅵ
）。
本
例
は
、
長
岡
京
の
条
坊
側
溝
か
ら
出
土
し
、
文
中
に

「皇
后
官

舎
人
」
と
み
え
る
の
で
、
長
岡
遷
都
の
延
暦
三
年

（七
八
四
）
一
一
月
か
ら
皇
后

藤
原
乙
牟
漏
の
皇
后
官
職
が
設
置
さ
れ
て
い
た
延
暦
九
年
閏
二
月
ま
で
の
間
に

時
期
を
限
定
で
き
る
。

接
合
部
分
は
墨
痕
が
薄
く
、
下
半
も
欠
損
し
て
い
る
が
、
文
面
に
は
①

「告

知
」
の
文
言
と
対
象
、
②
告
知
内
容
―
迷
子
と
そ
の
特
徴
、
③
迷
子
と
な
っ
た

一

（∞
〕
伽）
×
∞
い
×
］
　
Ｏ
ＰΦ
＊

日
時

・
場
所
、
④
告
知
す
る
主
体
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
下
半
を
欠
損
し
て
い

る
た
め
、
迷
子
と
な
っ
た
場
所

（近
江
国
勢
多
・…
↓

と
状
況
、
及
び
告
知
主
体

（皇
后
宮
舎
人
字
名
村
太
…
・↓

に
つ
い
て
は
、
や
や
不
明
瞭
な
部
分
が
あ
る
。
古

代
社
会
に
お
い
て
、
字
名
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
知
ら
れ
る

の
も
、
本
木
簡
の
特
徴
で
あ
る
。
迷
子
の
少
子
は
戸
籍
名
と
字
名
を
記
す
の
に

対
し
、
告
知
す
る
側
の
皇
后
官
舎
人
は
字
名
の
み
記
し
て
い
る
。
大
型
木
簡
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
厚
さ
は

一
ｉ
二
剛
と
非
常
に
薄
く
、
実
際
路
傍
に
掲

示
さ
れ
た
も
の
か
、
そ
の
使
用
方
法
に
つ
い
て
は
検
討
を
要
す
る
。

な
お
、
木
簡
の
釈
読
に
は
、
働
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
清
水
み
き

氏
の
ご
赦
示
を
得
た
。

左
京
六
条

一
坊
五
町

「
謹
告
知
往
還
上
中
下
尊
等
御
中
迷
□
少
子
事

魏

醒
麻
呂
軒
待

者 一
錦
本
云
立日
也

右
件
少
子
以
今
月
十
日
自
勢
多
□

〔家
己



四
　
今
里
車
塚
古
墳

木
筒
の
法
量
は
６
８
）
×
（Ｓ
）
×
ｏ
で
あ
る
。
墨
書
は
上
方
や
や
左
寄
り
に

一

カ
所
認
め
ら
れ
る
。
文
字
ま
た
は
記
号
と
み
ら
れ
る
が
、
判
読
で
き
な
い
。

９
　
関
係
文
献

一
　

「左
京
第
二
〇
四
次

（７
Ａ
Ｎ
Ｍ
Ｙ
Ｄ
１
２
地
区
）
調
査
略
報
」

（働
長
岡
京

市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

『
長
岡
京
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
年
報
』
昭
和
六
三
年

度
　
一
九
九
〇
年
）

長
岡
京
市
史
編
さ
ん
委
員
会

『
長
岡
京
市
史
』

資
料
編

一

（
一
九
九

一
年
）

一
一
　

「左
京
第
二

一
二
次

（７
Ａ
Ｎ
Ｍ
Ｙ
Ｂ
地
区
）
調
査
略
報
」
（働
長
岡
京
市
埋
蔵

文
化
財
セ
ン
タ
ー

『
長
岡
京
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
年
報
』
昭
和
六
三
年
度
　
一

九
九
〇
年
）

血
周
齢
�
悧
閤
四
Ｍ
問
日
隅
脚
円
脚
剛
脚
脚
円
Ｍ
研
Ｖ

Ｉ
廼

一

0                  10cm
l十 ~

〓
一　
向
日
市
文
化
資
料
館

『
木
に
記
さ
れ
た
歴
史

―
―
中

・
近
世
遺
跡
出
上
の
木

簡
や
社
寺
伝
来
の
木
札
を
中
心
に
』
（第
六
回
特
別
展
示
図
録
　
一
九
九
〇
年
）

清
水
み
き

「告
知
札
―
―
そ
の
機
能
と
変
遷
―
―
」

翁
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』

三
二
九
　
一
九
九

一
年
）

四

　

「長
岡
京
跡
右
京
第
二
六
次
発
掘
調
査
概
要
」
（京
都
府
教
育
委
員
会
『埋
蔵

文
化
財
発
掘
調
査
概
報
　
一
九
八
〇
十
二
』
　

一
九
八
〇
年
）

「長
岡
京
跡
右
京
第
三
五
二
次
調
査
概
要
」
（長
岡
京
市
教
育
委
員
会

『
長
岡

京
市
文
化
財
調
査
報
告
書
』
二
七
　
一
九
九

一
年
）全一　悧詠騨鄭ぃ」

紺制轍翔）

全一　悧詠騨鄭ぃ

瀞　　　　規
　　
　　
鶏

長岡京跡木簡出土地点図




